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項
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旧
刑
法
第
一
〇
六
条
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第
一
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条

共
犯
者
の
中
に
身
分
に
よ
っ
て
刑
を
加
重
減
軽
さ
れ
る
者
が
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
現
行
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
は
「
身
分
に
よ
っ

て
特
に
刑
の
軽
重
が
あ
る
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
に
は
通
常
の
刑
を
科
す
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
、
平
成
七
年
に
表
記
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て
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が
平
易
化
さ
れ
る
前
は
、「
身
分
ニ
因
リ
特
ニ
刑
ノ
軽
重
ア
ル
ト
キ
ハ
其
身
分
ナ
キ
者
ニ
ハ
通
常
ノ
刑
ヲ
科
ス
」
と
い
う
条
文
で
あ
っ
た
。

現
行
刑
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
る
過
程
で
、
こ
の
表
記
平
易
化
前
の
条
文
と
同
じ
文
言
が
最
初
に
現
れ
た
の
は
、
明
治
二
十
八
年
の

「
刑
法
草
案
」
第
八
十
一
条
但
書
で
あ
る
（
日
本
立
法
資
料
全
集
21
『
刑
法
〔
明
治
40
年
〕（
⚒
）』
信
山
社
、
一
九
九
三
年
。
一
四
三
頁
）。

こ
の
文
言
は
、
明
治
三
十
年
の
「
刑
法
草
案
」
第
八
十
三
条
第
二
項
（
同
上
、
同
頁
）、
明
治
三
十
三
年
の
「
刑
法
改
正
案
」
第
八
十
二

条
第
二
項
（
同
上
、
四
七
五
頁
か
ら
六
頁
）、
明
治
三
十
四
年
の
「
刑
法
改
正
案
」
第
七
十
七
条
第
二
項
（
日
本
立
法
資
料
全
集
22
『
刑

法
〔
明
治
40
年
〕（
⚓
）
Ⅰ
』
信
山
社
、
一
九
九
四
年
。
四
十
一
頁
）、
第
十
六
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
明
治
三
十
五
年
の
「
刑
法
改

正
案
」
第
七
十
七
条
第
二
項
（
日
本
立
法
資
料
全
集
24
『
刑
法
〔
明
治
40
年
〕（
⚔
）』
信
山
社
、
一
九
九
五
年
。
四
十
頁
）、
第
十
七
回

帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
明
治
三
十
五
年
の
「
刑
法
改
正
案
」
第
七
十
六
条
第
二
項
（
日
本
立
法
資
料
全
集
25
『
刑
法
〔
明
治
40
年
〕

（
⚕
）』
信
山
社
、
一
九
九
五
年
。
三
三
〇
頁
）、
明
治
四
十
年
の
「
刑
法
改
正
案
」
第
六
十
五
条
第
二
項
（
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
⚒

『
増
補
刑
法
沿
革
綜
覧
』
信
山
社
、
平
成
二
年
。
一
五
六
六
頁
）
で
も
変
わ
り
が
な
い
。

明
治
二
十
八
年
の
「
刑
法
草
案
」
を
作
成
す
る
た
め
の
司
法
省
刑
法
改
正
審
査
委
員
会
の
審
議
で
出
さ
れ
た
意
見
を
記
録
し
た
「
決
議

録
」
の
第
五
十
一
回
（
明
治
二
十
六
年
十
一
月
十
三
日
）・
第
五
十
二
回
（
同
年
同
月
十
五
日
）
の
項
に
、「
第
七
十
七
条
」
と
し
て
、

「
犯
人
ノ
身
分
ニ
因
リ
別
ニ
刑
ヲ
加
減
ス
可
キ
ト
キ
ハ
他
ノ
正
犯
従
犯
及
ヒ
教
唆
者
ニ
及
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
条
文
草
案
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
条
文
草
案
は
、
文
言
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
は
、
明
治
二
十
八
年
の
「
刑
法
草
案
」
第
八
十
一
条
但
書
の

意
味
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
決
議
録
」
の
同
項
に
、
第
七
十
七
条
の
条
文
草
案
に
続
い
て
、「
理
由
」
と
し
て
、「
現
行
刑
法
（
旧

刑
法
を
指
す
。
佐
立
注
。）
は
、
共
犯
者
の
身
分
に
依
り
刑
を
加
減
す
べ
き
場
合
に
関
し
、
正
犯
に
就
て
は
其
加
重
す
べ
き
場
合
を
規
定

す
る
の
み
に
し
て
、
又
従
犯
に
就
て
は
其
減
軽
す
べ
き
場
合
を
規
定
す
る
に
止
ま
り
、
共
に
其
缺
所
あ
る
を
免
れ
ず
。
之
れ
本
条
の
修
正

関
法
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を
要
し
た
る
所
以
な
り
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
『
刑
法
〔
明
治
40
年
〕（
⚒
）』
九
十
六
頁
。
条
文
以
外
は
片
仮
名
を
平
仮
名
に
変

え
、
句
読
点
及
び
濁
点
を
附
け
た
。
以
下
同
じ
。）。

ま
た
、
明
治
三
十
三
年
の
「
刑
法
改
正
案
」
の
理
由
書
で
あ
る
「
刑
法
改
正
案
参
考
書
」
の
第
八
十
二
条
の
段
に
、「
第
二
項
は
現
行

法
（
旧
刑
法
を
指
す
。
佐
立
注
。）
第
百
六
条
及
び
第
百
十
条
と
同
一
の
規
定
に
し
て
、
現
行
法
に
は
減
軽
の
場
合
に
関
す
る
規
定
不
備

な
る
を
以
て
、
之
を
補
充
し
た
る
の
み
な
り
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
『
刑
法
〔
明
治
40
年
〕（
⚒
）』
五
二
八
頁
）。
こ
の
文
章
と
全

く
同
じ
文
章
が
、
明
治
三
十
四
年
の
「
刑
法
改
正
案
」
の
理
由
書
で
あ
る
「
刑
法
改
正
案
参
考
書
」
の
第
七
十
七
条
の
段
（
前
掲
『
刑
法

〔
明
治
40
年
〕（
⚓
）
Ⅰ
』
九
十
九
頁
）、
第
十
六
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
明
治
三
十
五
年
の
「
刑
法
改
正
案
」
の
理
由
書
で
あ
る

「
刑
法
改
正
案
参
考
書
」
の
第
七
十
七
条
の
段
（
前
掲
『
刑
法
〔
明
治
40
年
〕（
⚔
）』
九
十
五
頁
）、
第
十
七
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た

明
治
三
十
五
年
の
「
刑
法
改
正
案
」
の
理
由
書
で
あ
る
「
刑
法
改
正
案
参
考
書
」
の
第
七
十
六
条
の
段
（
前
掲
『
刑
法
〔
明
治
40
年
〕

（
⚕
）』
三
八
五
頁
）、
明
治
四
十
年
の
「
刑
法
改
正
案
」
の
理
由
書
で
あ
る
「
刑
法
改
正
案
参
考
書
」
の
第
六
十
五
条
の
段
（
日
本
立
法

資
料
全
集
26
『
刑
法
〔
明
治
40
年
〕（
⚖
）』
信
山
社
、
一
九
九
五
年
。
三
一
三
頁
）
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

旧
刑
法
の
第
一
〇
六
条
は
「
正
犯
ノ
身
分
ニ
因
リ
別
ニ
刑
ヲ
加
重
ス
可
キ
時
ハ
他
ノ
正
犯
従
犯
及
ヒ
教
唆
者
ニ
及
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」、

第
一
一
〇
条
は
第
一
項
「
身
分
ニ
因
リ
刑
ヲ
加
重
ス
可
キ
者
従
犯
ト
為
ル
時
ハ
其
重
キ
ニ
従
テ
一
等
ヲ
減
ス
」、
第
二
項
「
正
犯
ノ
身
分

ニ
因
リ
刑
ヲ
減
免
ス
可
キ
時
ト
雖
モ
従
犯
ノ
刑
ハ
其
軽
キ
ニ
従
テ
減
免
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
条
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
文
は
、

正
犯
の
身
分
に
よ
り
刑
を
減
軽
す
る
べ
き
と
き
に
も
、
他
の
共
犯
者
に
刑
の
減
軽
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
、
従
犯
の
身
分
に
よ
り
刑
を
加
重

減
軽
す
る
べ
き
と
き
に
も
、
他
の
共
犯
者
に
刑
の
加
重
減
軽
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と
を
明
記
し
た
所

掲
の
条
文
草
案
を
提
出
し
た
の
で
あ
り
、
所
掲
の
条
文
草
案
の
趣
旨
は
旧
刑
法
第
一
〇
六
条
及
び
第
一
一
〇
条
を
合
わ
せ
た
趣
旨
と
同
一

現
行
日
本
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
由
来
に
つ
い
て

三
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で
あ
る
、
と
明
治
二
十
八
年
の
「
刑
法
草
案
」
の
「
決
議
録
」
及
び
明
治
三
十
三
年
以
降
の
各
「
刑
法
改
正
案
」
の
「
参
考
書
」
は
言
う

の
で
あ
る
。

す
る
と
、
現
行
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
は
、
旧
刑
法
第
一
〇
六
条
及
び
第
一
一
〇
条
を
、
文
言
を
修
正
し
て
引
き
継
い
だ
条
文
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
現
行
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
由
来
を
知
る
た
め
に
は
、
旧
刑
法
第
一
〇
六
条
及
び
第
一
一
〇
条

の
由
来
を
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
旧
刑
法
第
一
〇
六
条
及
び
第
一
一
〇
条
は
何
に
由
来
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

二

『日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
九
条
第
二
項
・
第
百
二
十
三
条

旧
刑
法
の
草
案
で
あ
る
『
日
本
刑
法
草
案
』（
確
定
稿
）
を
見
る
と
、
第
百
十
九
条
第
二
項
が
「
正
犯
ノ
身
分
ニ
因
リ
別
ニ
刑
ヲ
加
重

ス
可
キ
時
ハ
之
ヲ
他
ノ
正
犯
ニ
及
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」、
第
百
二
十
三
条
が
「
身
分
ニ
因
テ
其
刑
ヲ
加
重
ス
可
キ
者
附
従
ト
為
ル
時
ハ
其

重
キ
ニ
従
テ
一
等
ヲ
減
ス
其
他
第
百
十
九
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
正
犯
ノ
例
ニ
同
シ
」
と
い
う
条
文
で
あ
る
（『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』

第
Ⅳ
分
冊
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
昭
和
五
十
二
年
。
三
一
一
八
頁
・
三
一
一
九
頁
）。「
其
他
第
百
十
九
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
正
犯
ノ
例
ニ

同
シ
」
と
い
う
文
言
が
わ
か
り
に
く
い
け
れ
ど
も
、
第
百
十
九
条
第
二
項
と
第
百
二
十
三
条
と
を
合
わ
せ
た
趣
旨
は
、
身
分
に
よ
る
刑
の

加
重
を
他
の
正
犯
従
犯
に
及
ぼ
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、『
日
本
刑
法
草
案
』
の
第
一
稿
を
見
る
と
、
第
百
六
条
が
「
法
律
ニ
於
テ
人
ノ
身
分
ニ
依
リ
刑
ヲ
加
重
ス
ル
時
連
合
ノ
正
犯

其
罪
ノ
重
カ
ル
可
キ
事
ヲ
知
リ
タ
ル
者
ハ
同
ク
加
重
ノ
刑
ヲ
科
ス
」、
第
百
十
条
が
「
正
犯
ノ
身
分
又
ハ
所
為
ニ
依
リ
其
罪
ノ
重
カ
ル
可

キ
原
由
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
タ
ル
附
従
ハ
其
重
ニ
従
テ
減
等
ス
」「
若
シ
附
従
ノ
身
分
ニ
依
リ
重
カ
ル
可
キ
原
由
ア
リ
ト
雖
モ
之
ヲ
正
犯
及
ヒ

関
法
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他
ノ
附
従
ニ
及
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
な
っ
て
い
る
（
同
上
、
二
九
六
〇
頁
か
ら
一
頁
）。
第
百
六
条
と
第
百
十
条
と
を
合
わ
せ
た
趣
旨

は
、
正
犯
の
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
は
、
刑
が
加
重
さ
れ
る
事
情
を
知
っ
て
い
る
他
の
正
犯
従
犯
に
及
ぼ
し
、
附
従
（
従
犯
）
の
身
分
に

よ
る
刑
の
加
重
は
他
の
正
犯
従
犯
に
及
ぼ
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『日
本
刑
法
草
案
』
の
第
一
稿
を
作
成
す
る
時
は
、
正
犯
の
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
を
、
刑
が
加
重
さ
れ
る
事
情
を
知
っ
て
い
る
他
の

正
犯
従
犯
に
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
な
ぜ
、
そ
の
後
、
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
を
他
の
正
犯
従
犯
に
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』（
第
Ⅰ
分
冊
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
昭
和
五
十
一
年
）
に
鶴
田
皓
と
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
と
の
次
の
よ
う
な
討
論
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
条
文
以
外
は
片
仮
名
を
平
仮
名
に
変
え
、
句
読
点
及
び
濁
点
を
附
け
た
。）。

鶴
田

第
一
稿
第
百
六
条
及
右
（
第
一
稿
の
校
正
第
一
案
を
指
す
。
佐
立
注
。）
第
百
十
三
条
第
一
項
に
「
人
ノ
身
分
ニ
依
リ
云
々
（
校

正
第
一
案
第
百
十
三
条
第
一
項
の
「
云
々
」
の
箇
所
の
文
言
は
「
一
人
若
ク
ハ
数
人
ノ
」
で
あ
る
。
同
上
、
四
〇
一
頁
）
刑
ヲ
加
重
ス
ル

情
状
ア
ル
時
其
連
合
ノ
正
犯
其
罪
ノ
重
カ
ル
ヘ
キ
事
ヲ
知
リ
タ
ル
者
ハ
加
重
ノ
刑
ニ
処
ス
」
と
記
し
た
る
主
意
と
、
前
に
論
ず
る
所
に
就

て
之
を
熟
考
す
る
に
、
成
程
、
人
の
身
分
の
加
重
を
連
合
の
他
人
に
及
ぼ
す
と
の
原
則
を
立
つ
る
以
上
は
、
左
図
の
如
（
わ
か
り
や
す
く

変
え
て
左
に
掲
げ
た
。
佐
立
注
。）、
甲
、
即
、
親
の
加
重
を
乙
に
及
ぼ
し
、
即
、
官
吏
の
加
重
に
累
加
し
、
又
、
甲
乙
二
人
加
重
を
丙
丁

二
人
に
及
ぼ
し
、
之
を
累
加
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
道
理
な
り
。

被
害
者

甲
の
親

犯
人

甲
＝
子

固
有
の
加
重
＋
官
吏
の
加
重

乙
＝
官
吏

固
有
の
加
重
＋
子
の
加
重

現
行
日
本
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
由
来
に
つ
い
て

五

(一
〇
二
八
)



丙
＝
常
人

子
の
加
重
＋
官
吏
の
加
重

丁
＝
常
人

子
の
加
重
＋
官
吏
の
加
重

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

実
に
然
り
。
而
し
て
之
を
累
加
す
る
は
過
酷
な
り
。
仍
て
右
第
二
項
（
校
正
第
一
案
第
百
十
三
条
第
二
項
「
前
項
ニ
記

載
ス
ル
種
類
ノ
加
重
ス
ヘ
キ
情
状
数
箇
ア
ル
ト
キ
ト
雖
止
タ
一
ノ
重
キ
加
重
刑
ヲ
科
ス
」。
同
上
、
四
〇
一
頁
）
に
於
て
、
之
を
断
り
置

か
ん
と
す
。

鶴
田

然
し
教
師
の
前
説
の
如
く
為
す
時
は
、
例
ば
甲
の
固
有
の
加
重
は
、
乙
に
、
官
吏
な
る
固
有
の
加
重
あ
る
故
に
、
及
ぼ
さ
ず
、
丙

丁
に
、
固
有
の
加
重
な
き
故
に
、
而の

已み

に
及
ぼ
す
べ
き
場
合
に
於
て
、
若
し
乙
の
固
有
の
加
重
軽
く
し
て
、
甲
の
固
有
の
加
重
重
き
時
は
、

丙
丁
は
自
ら
加
重
の
身
分
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
其
重
き
加
重
を
受
く
る
の
不
幸
を
得
、
乙
は
自
ら
加
重
の
身
分
な
れ
ど
も
、
其
軽
き
加
重

而
已
に
止
る
の
幸
を
得
る
の
不
権
衡
を
生
ぜ
ん
と
す
。
然
し
之
を
累
加
す
る
は
過
酷
な
り
。
故
に
之
を
熟
考
す
る
に
、
身
分
の
加
重
を
他

人
に
及
ぼ
す
時
は
、
到
底
、
不
権
衡
を
生
ず
る
か
、
過
酷
に
失
す
る
か
の
弊
害
あ
る
を
免
れ
ざ
る
な
り
。
仍
て
身
分
の
加
重
を
他
人
に
及

ぼ
す
と
の
法
を
全
く
廃
す
る
は
如
何
。

(中
略
）

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

然
ら
ば
、
身
分
の
加
重
は
、
総
て
他
の
正
犯
附
従
に
及
ぼ
さ
ざ
る
こ
と
と
為
す
と
も
、
法
律
の
原
則
に
背
に
も
あ
ら
ざ

る
故
に
、
先
づ
貴
説
に
従
は
ん
と
す
。（
以
上
、
同
上
、
四
一
三
頁
か
ら
四
頁
）

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
鶴
田
皓
の
意
見
に
従
っ
て
、
校
正
第
二
案
第
百
十
条
第
二
項
「
正
犯
ノ
身
分
ニ
依
リ
加
等
ス
ル
者
ハ
之
ヲ
他
人
ニ

及
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
を
起
草
し
、「
前
日
の
貴
説
に
従
ひ
、
身
分
の
加
重
は
総
て
他
人
に
及
ぼ
さ
ず
、
即
、
正
犯
の
身
分
の
加
重
は
他

関
法
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の
正
犯
附
従
に
及
ぼ
さ
ず
、
又
、
附
従
の
身
分
の
加
重
は
他
の
正
犯
附
従
に
及
ぼ
さ
ざ
る
こ
と
に
改
め
た
り
。」
と
述
べ
、
こ
れ
に
鶴
田

皓
は
「
然
ら
ば
最
も
此
方
の
欲
す
る
所
の
意
に
適
せ
り
。」
と
答
え
た
（
同
上
、
四
一
四
頁
か
ら
五
頁
）。
そ
し
て
、『
日
本
刑
法
草
案
』

の
第
二
稿
の
第
百
十
六
条
第
二
項
「
正
犯
ノ
身
分
ニ
依
リ
別
ニ
刑
ヲ
加
重
ス
可
キ
時
ハ
之
ヲ
他
ノ
正
犯
ニ
及
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」、
第
百

二
十
条
「
人
ノ
身
分
ニ
依
テ
罪
本
重
カ
ル
可
キ
者
附
従
ト
為
ル
時
ハ
其
重
ニ
従
テ
一
等
ヲ
減
ス
」、
第
百
二
十
一
条
「
附
従
ノ
所
為
又
ハ

身
分
ニ
依
リ
刑
ヲ
加
重
ス
可
キ
時
ハ
第
百
十
六
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
正
犯
ノ
例
ニ
従
フ
」（
前
掲
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
第
Ⅳ
分
冊
、

三
〇
四
三
頁
・
三
〇
四
四
頁
）
が
作
成
さ
れ
、
次
い
で
前
掲
の
『
日
本
刑
法
草
案
』（
確
定
稿
）
第
百
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
三

条
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
第
百
十
九
条
第
二
項
に
つ
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
「
第
二
項
の
、
身
分
の
加
重
を
他
の
共
犯
に
及
ぼ
さ
ざ
る

は
、
仏
国
刑
法
よ
り
寛
に
し
て
且
つ
簡
な
り
。」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
『
会
議
筆
記
』
第
Ⅰ
分
冊
、
三
九
六
頁
）。

『日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
鶴
田
皓
と
の
討
論
を
読
む
限
り
、『
日
本
刑
法
草
案
』
の
第
一
稿

を
作
成
し
た
後
で
、
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
を
他
の
共
犯
者
に
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
既
存
の
法
律
の
規
定
を
採
用
す
る
こ

と
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
鶴
田
皓
の
論
理
的
思
考
に
従
っ
た
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
。

三

『刑
法
審
査
修
正
案
』
第
百
六
条
・
第
百
十
条

明
治
十
年
十
一
月
に
司
法
卿
に
上
申
さ
れ
た
『
日
本
刑
法
草
案
』
は
、
太
政
官
の
外
局
と
し
て
設
け
ら
れ
た
刑
法
草
案
審
査
局
で
審
査

修
正
さ
れ
、『
刑
法
審
査
修
正
案
』
が
作
成
さ
れ
、
明
治
十
二
年
六
月
に
太
政
官
に
上
進
さ
れ
た
（
日
本
立
法
資
料
全
集
36
Ⅰ
『
旧
刑
法

〔
明
治
13
年
〕（
⚔
）
Ⅰ
』
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
。
第
一
部
第
一
章
第
一
節
）。

『日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
九
条
第
二
項
の
「
之
ヲ
他
ノ
正
犯
ニ
及
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
か
ら
「
之
ヲ
」
が
削
ら
れ
、「
正
犯
」
の
後
に

現
行
日
本
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
由
来
に
つ
い
て

七

(一
〇
二
六
)



「
従
犯
及
ヒ
教
唆
者
」
が
加
え
ら
れ
、『
刑
法
審
査
修
正
案
』
第
百
六
条
の
「
正
犯
ノ
身
分
ニ
因
リ
別
ニ
刑
ヲ
加
重
ス
可
キ
時
ハ
他
ノ
正
犯

従
犯
及
ヒ
教
唆
者
ニ
及
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
条
文
に
な
り
、『
日
本
刑
法
草
案
』
第
百
二
十
三
条
の
前
半
の
「
身
分
ニ
因
テ
其
刑

ヲ
」
が
「
身
分
ニ
因
リ
刑
ヲ
」、「
附
従
」
が
「
従
犯
」
に
変
え
ら
れ
、
後
半
が
全
く
変
え
ら
れ
て
、『
刑
法
審
査
修
正
案
』
第
百
十
条
第

一
項
の
「
身
分
ニ
因
リ
刑
ヲ
加
重
ス
可
キ
者
従
犯
ト
為
ル
時
ハ
其
重
キ
ニ
従
テ
一
等
ヲ
減
ス
」、
同
条
第
二
項
の
「
正
犯
ノ
身
分
ニ
因
リ

刑
ヲ
減
免
ス
可
キ
時
ト
雖
モ
従
犯
ノ
刑
ハ
其
軽
キ
ニ
従
テ
減
免
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
条
文
に
な
っ
た
（
日
本
立
法
資
料
全
集
36
Ⅱ

『
旧
刑
法
〔
明
治
13
年
〕（
⚔
）
Ⅱ
』
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
。
二
四
八
頁
・
二
四
九
頁
）。『
刑
法
審
査
修
正
案
』
の
第
百
六
条
と
第
百
十

条
と
を
合
わ
せ
た
趣
旨
は
、『
日
本
刑
法
草
案
』
の
第
百
十
九
条
第
二
項
と
第
百
二
十
三
条
と
を
合
わ
せ
た
趣
旨
と
同
じ
で
、
身
分
に
よ

る
刑
の
加
重
を
他
の
共
犯
者
に
及
ぼ
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
刑
法
審
査
修
正
案
』
第
百
十
条
第
二
項
は
、
さ
ら
に
、
正
犯
の

身
分
に
よ
る
刑
の
減
免
は
従
犯
に
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
明
記
し
た
の
で
あ
る
。『
刑
法
審
査
修
正
案
』
第
百
六
条
は
旧
刑
法
第
一
〇
六
条

と
同
文
で
あ
り
、『
刑
法
審
査
修
正
案
』
第
百
十
条
第
一
項
・
第
二
項
は
旧
刑
法
第
一
一
〇
条
第
一
項
・
第
二
項
と
同
文
で
あ
る
。

『刑
法
審
査
修
正
案
』
は
明
治
十
三
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
元
老
院
で
審
議
さ
れ
、
元
老
院
は
同
年
四
月
十
七
日
に
修
正
案
を
上

奏
し
た
。
元
老
院
の
修
正
案
は
閣
議
で
了
承
さ
れ
、
同
年
七
月
十
七
日
に
『
刑
法
』（
旧
刑
法
）
が
公
布
さ
れ
た
（
前
掲
『
旧
刑
法
〔
明

治
13
年
〕（
⚔
）
Ⅰ
』
第
一
部
第
二
章
）。
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
鶴
田
皓
旧
蔵
文
書
の
中
に
、
元
老
院
で
の
審
議
の
た
め
の
参
考
書
と

し
て
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
、『
刑
法
審
査
修
正
案
註
解
』
第
一
編
と
題
さ
れ
た
稿
本
が
含
ま
れ
て
い
る
（
函
架
番
号
ワ
13
六
四
六
八
）。

こ
の
『
註
解
』
の
著
者
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
章
の
書
き
振
り
か
ら
見
て
、
こ
の
『
註
解
』
の
著
者
は
、
刑
法
草
案
審
査
委
員

で
あ
り
、
複
数
で
は
な
く
一
人
で
あ
り
、『
日
本
刑
法
草
案
』
の
編
纂
に
は
参
加
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は

井
上
毅
で
あ
ろ
う
。
そ
の
『
刑
法
審
査
修
正
案
註
解
』
第
一
編
の
第
百
六
条
の
段
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
条
文
以
外
は
片
仮
名

関
法
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を
平
仮
名
に
変
え
、
句
読
点
及
び
濁
点
を
附
け
た
。
以
下
同
じ
。）。

本
条
、
正
犯
ノ
身
分
ニ
因
リ
別
ニ
刑
ヲ
加
重
ス
可
キ
ト
キ
と
は
、
例
へ
ば
、
二
人
以
上
の
正
犯
の
中
、
一
人
、
再
犯
に
係
る
者
あ
り
。

又
、
二
人
以
上
、
共
に
往
来
通
信
を
妨
害
す
る
に
該
り
、
一
人
、
其
事
務
に
関
す
る
官
吏
あ
り
。
又
、
二
人
以
上
、
共
に
人
を
殴
打
創
傷

す
る
に
該
り
、
一
人
、
其
殴
打
創
傷
を
受
く
る
者
の
子
孫
あ
る
等
の
と
き
の
如
し
。
再
犯
者
、
官
吏
、
并
に
子
孫
等
は
、
各
其
身
分
に
因

り
、
刑
を
加
重
し
て
処
断
す
可
し
と
雖
も
、
他
の
正
犯
従
犯
并
に
教
唆
者
は
、
加
重
す
可
き
身
分
に
非
ざ
る
を
以
て
、
仮
令

た
と
い

其
共
犯
中
に

加
重
す
可
き
身
分
の
者
あ
る
を
知
る
も
、
亦
通
常
の
刑
に
従
ひ
処
断
す
可
き
者
と
す
。

本
条
は
、
西
洋
各
国
の
法
に
な
き
所
の
者
に
し
て
、
畢
竟
、
旧
法
よ
り
取
用
す
る
所
の
者
な
り
。
甚
だ
道
理
に
適
し
た
る
法
と
謂
ふ
可

し
。こ

れ
に
拠
れ
ば
、
第
百
六
条
の
規
定
は
、
西
洋
各
国
の
法
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、「
旧
法
」
即
ち
『
新
律
綱
領
』
か
ら
引

き
継
い
だ
規
定
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
旧
法
」
が
『
新
律
綱
領
』
を
指
す
こ
と
は
、『
註
解
』
第
一
編
の
第
三
条
の
段
に
「
旧
律

と
は
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
等
に
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

四

『新
律
綱
領
』
の
共
犯
罪
分
首
従
条

『刑
法
審
査
修
正
案
』
第
百
六
条
が
「
旧
法
」
即
ち
『
新
律
綱
領
』
か
ら
「
取
用
」
し
た
条
文
は
、『
新
律
綱
領
』
名
例
律
、
共
犯
罪
分

首
従
条
の
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
（
句
点
及
び
濁
点
を
附
け
た
。）。

現
行
日
本
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
由
来
に
つ
い
て

九
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若
シ
共
ニ
罪
ヲ
犯
シ
テ
、
首
従
ノ
本
罪
、
各

お
の
お
の別

ナ
ル
者
ハ
、
各

お
の
お
の本

律
ノ
首
従
ニ
依
テ
論
ズ
。
仮
令

た
と
え

バ
、
甲
、
他
人
ヲ
引
テ
、
共
ニ
兄
ヲ

殴
テ
バ
、
甲
ハ
、
弟
殴
兄
律
ニ
依
リ
、
他
人
ハ
、
凡
人
闘
殴
ニ
依
テ
論
ズ
。
又
卑
幼
、
外
人
ヲ
引
キ
、
己
レ
ノ
家
ノ
財
物
ヲ
盗
メ
バ
、
卑

幼
ハ
、
私
擅
用
財
律
ニ
、
二
等
ヲ
加
ヘ
外
人
ハ
、
凡
盗
ノ
従
ニ
依
テ
論
ズ
ル
ノ
類
。

こ
の
条
文
は
、
兄
を
殴
っ
た
弟
で
あ
る
首
犯
甲
の
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
を
、
身
分
の
な
い
従
犯
に
及
ぼ
さ
ず
、
自
分
の
家
の
財
物
を

盗
ん
だ
首
犯
で
あ
る
卑
幼
の
身
分
に
よ
る
刑
の
減
軽
を
、
身
分
の
な
い
従
犯
に
及
ぼ
さ
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
従
犯

の
身
分
に
よ
る
刑
の
減
軽
を
身
分
の
な
い
首
犯
に
及
ぼ
さ
ず
、
従
犯
の
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
を
身
分
の
な
い
首
犯
に
及
ぼ
さ
な
い
、
と

言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
減
軽
は
、
身
分
の
な
い
他
の
共
犯
者
に
及
ぼ
さ
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

『新
律
綱
領
』
の
共
犯
罪
分
首
従
条
の
は
じ
め
に
「
共
ニ
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
、
造
意
一
人
ヲ
以
テ
首
ト
為
シ
、
隨
従
者
ハ
、
従
ト
為
シ
、

一
等
ヲ
減
ズ
。」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、『
新
律
綱
領
』
の
「
首
」
犯
は
、
旧
刑
法
や
現
行
刑
法
の
「
正
犯
」
と
比
べ
て
、
共
犯
者
の
中
の

た
だ
一
人
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
違
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
、『
日
本
刑
法
草
案
』
及
び
『
刑
法
審
査
修
正
案
』
の
作
成
者
は
、
身
分
に
よ

る
刑
の
加
重
減
軽
を
身
分
の
な
い
他
の
共
犯
者
に
及
ぼ
さ
な
い
、
と
い
う
『
新
律
綱
領
』
の
共
犯
罪
分
首
従
条
の
趣
旨
を
採
用
し
た
の
で

あ
る
。
す
る
と
、
旧
刑
法
の
第
一
〇
六
条
及
び
第
一
一
〇
条
、
そ
の
文
言
を
修
正
し
て
、
そ
の
条
文
を
引
き
継
い
だ
現
行
刑
法
第
六
十
五

条
第
二
項
は
、『
新
律
綱
領
』
の
共
犯
罪
分
首
従
条
の
趣
旨
を
引
き
継
い
だ
条
文
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

明
治
政
府
が
作
っ
た
最
初
の
刑
法
典
で
あ
る
『
仮
刑
律
』
の
名
例
、
犯
罪
首
従
条
は
、『
新
律
綱
領
』
の
共
犯
罪
分
首
従
条
と
同
じ
内

容
の
条
文
で
あ
る
。
泉
健
子
「
刑
法
六
五
条
の
歴
史
的
考
察
（
一
）」（『
一
橋
論
叢
』
第
六
十
八
巻
第
二
号
掲
載
、
一
九
七
二
年
。
二
一

四
頁
）
は
「
仮
刑
律
の
か
か
る
規
定
（
犯
罪
首
従
条
の
「
若も

し

、
倶
に
罪
を
犯
し
、
首
従
之
本
罪
自
ら
各
別
な
る
は
、
各
其
本
罪
に
就つ

き

、
首

関
法
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従
を
分
て
論
ず
。」
と
い
う
規
定
を
指
す
。
句
読
点
及
び
濁
点
を
加
え
た
。
佐
立
注
。）
は
、
現
行
刑
法
六
五
条
二
項
（
中
略
）
と
ほ
ぼ
同

趣
旨
の
規
定
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
す
で
に
明
治
初
期
の
法
制
で
あ
る
仮
刑
律
の
う
ち
に
、「
身
分
と
共
犯
」
に
関
す
る
法
規
と
し
て
、

現
行
刑
法
と
同
趣
旨
の
規
定
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
驚
き
に
耐
え
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
現
行
刑
法
第
六

十
五
条
第
二
項
は
、
旧
刑
法
を
経
由
し
て
、『
新
律
綱
領
』
の
共
犯
罪
分
首
従
条
の
趣
旨
を
引
き
継
い
だ
条
文
で
あ
り
、『
新
律
綱
領
』
の

同
条
と
『
仮
刑
律
』
の
犯
罪
首
従
条
と
は
同
じ
内
容
で
あ
る
か
ら
、『
仮
刑
律
』
の
同
条
と
現
行
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
と
が
同
じ
趣

旨
で
あ
る
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

『新
律
綱
領
』
の
共
犯
罪
分
首
従
条
と
『
仮
刑
律
』
の
犯
罪
首
従
条
と
が
同
じ
内
容
で
あ
る
の
は
、『
新
律
綱
領
』
も
『
仮
刑
律
』
も
清

律
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。『
新
律
綱
領
』
の
同
条
と
『
仮
刑
律
』
の
同
条
と
は
、
清
律
の
名
例
律
、
共
犯
罪
分
首
従
条

を
受
け
継
い
だ
条
文
で
あ
る
。
す
る
と
、
現
行
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
は
、
旧
中
国
の
律
の
条
文
に
由
来
す
る
こ
と
に
な
る
。

五

明
清
律
の
共
犯
罪
分
首
従
条

前
節
に
掲
げ
た
『
新
律
綱
領
』
名
例
律
、
共
犯
罪
分
首
従
条
の
一
節
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、
清
の
乾
隆
律
の
名
例
律
、
共
犯
罪
分
首

従
条
の
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。

【原
文
】

若
共
犯
罪
而
首
従
本
罪
各
別
者
、
各
依
本
律
首
従
論
。（
小
注
。
仍
以
一
人
、
坐
以
首
罪
。
餘
人
坐
以
従
罪
。）（
本
注
。
謂
如
甲
引
他

人
、
共
殴
親
兄
、
甲
依
弟
殴
兄
、
杖
九
十
・
徒
二
年
半
。
他
人
依
凡
人
闘
殴
論
、
笞
二
十
。
又
如
卑
幼
引
外
人
、
盗
己
家
財
物
一
十
両
、

現
行
日
本
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
由
来
に
つ
い
て

一
一
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〇
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卑
幼
以
私
擅
用
財
加
二
等
、
笞
四
十
。
外
人
依
凡
盗
従
論
、
杖
六
十
之
類
。）

【訓
読
】

若
し
共
に
罪
を
犯
し
て
、
首
従
の
本
罪
、
各
々
別
な
る
者
は
、
各
々
本
律
の
首
従
に
依
り
て
論
ず
。（
小
注
。
仍
お
一
人
を
以
て
、
坐

す
る
に
首
罪
を
以
て
す
。
餘
人
は
坐
す
る
に
従
罪
を
以
て
す
。）（
本
注
。
謂
う
こ
こ
ろ
は
、
如
し
甲
、
他
人
を
引
き
て
共
に
親
兄
を
殴
ら

ば
、
甲
は
、
弟
、
兄
を
殴
る
に
依
り
て
、
杖
九
十
・
徒
二
年
半
。
他
人
は
、
凡
人
の
闘
殴
に
依
り
て
論
じ
、
笞
二
十
。
又
た
、
如
し
卑
幼
、

外
人
を
引
き
、
己
の
家
の
財
物
一
十
両
を
盗
ま
ば
、
卑
幼
は
、
私ひ

そ
かに

擅
ま
ま
に
財
を
用
い
る
を
以
て
二
等
を
加
え
、
笞
四
十
。
外
人
は
、

凡
盗
の
従
に
依
り
て
論
じ
、
杖
六
十
の
類
な
り
。

こ
の
清
律
の
条
文
は
、
明
律
の
名
例
律
、
共
犯
罪
分
首
従
条
の
一
節
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
明
律
の
条
文
と
清
律
の
条
文
と
を

比
べ
る
と
、
明
律
の
条
文
に
は
小
注
が
な
く
、
清
律
の
本
注
の
「
又
如
卑
幼
引
外
人
」
以
下
の
「
一
十
両
」
が
、
明
律
の
本
注
で
は
「
二

十
貫
」
に
、「
以
私
擅
」
が
「
依
私
擅
」
に
、「
杖
六
十
」
が
「
杖
七
十
」
に
な
っ
て
い
る
他
は
、
同
じ
で
あ
る
。
右
の
清
律
の
条
文
が
引

き
継
い
だ
明
律
の
共
犯
罪
分
首
従
条
の
一
節
は
、
唐
の
開
元
二
十
五
年
律
の
名
例
律
、
共
犯
罪
本
罪
別
条
の
次
節
に
掲
げ
る
一
節
、
及
び

そ
れ
に
附
さ
れ
た
疏
文
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

六

唐
律
の
共
犯
罪
本
罪
別
条

唐
開
元
二
十
五
年
律
の
名
例
律
、
共
犯
罪
本
罪
別
条
の
冒
頭
の
節
、
及
び
そ
れ
に
附
さ
れ
た
疏
文
に
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
滋
賀
秀
三
訳
註
「
名
例
」（
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
五
』
所
収
、
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
十
四
年
）〔
名

関
法
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四
三
〕
を
参
考
に
し
た
。

【原
文
】

共
犯
罪
而
本
罪
別
者
、
雖
相
因
為
首
従
、
其
罪
各
依
本
律
首
従
論
。

疏
。
議
曰
、
謂
五
服
内
親
、
共
他
人
殴
告
所
親
、
及
侵
盗
財
物
、
雖
是
共
犯
、
而
本
罪
各
別
。
仮
有
甲
勾
他
外
人
乙
、
共
殴
兄
、
甲
為

首
、
合
徒
二
年
半
。
乙
為
凡
闘
従
、
不
下
手
、
又
減
一
等
、
合
笞
二
十
。
又
有
卑
幼
勾
人
盗
己
家
財
物
十
疋
、
卑
幼
為
首
、
合
笞
三
十
。

他
人
為
従
、
合
徒
一
年
、
又
減
常
盗
一
等
、
猶
杖
一
百
。
此
是
、
相
因
為
首
従
、
其
罪
各
依
本
律
首
従
論
。
此
例
既
多
、
不
可
具
載
。
但

是
相
因
為
首
従
、
本
罪
別
者
、
皆
準
此
。

【訓
読
】

共
に
罪
を
犯
し
て
本
罪
、
別
な
る
者
は
、
相
い
因
り
て
首
従
と
為
る
と
雖
も
、
其
罪
は
各
々
本
律
の
首
従
に
依
り
て
論
ず
。

疏
。
議
し
て
曰
く
、
謂
う
こ
こ
ろ
は
、
五
服
内
の
親
、
他
人
と
共
に
所
親
を
殴
り
、
告
し
、
及
び
財
物
を
侵
盗
す
る
は
、
是
れ
共
に
犯

す
と
雖
も
、
本
罪
は
各
々
別
な
り
。
仮
有

た
と
え

ば
甲
、
他
外
人
の
乙
を
勾
し
て
共
に
兄
を
殴
ら
ば
、
甲
は
首
た
り
、
合ま

さ

に
徒
二
年
半
た
る
べ
し
。

乙
は
凡
闘
の
徒
た
り
、
下
手
せ
ず
、
又
た
一
等
を
減
じ
、
合
に
笞
二
十
た
る
べ
し
。
又
た
、
卑
幼
、
人
を
勾
し
て
己
の
家
の
財
物
十
疋
を

盗
む
有
ら
ば
、
卑
幼
は
首
た
り
、
合
に
笞
三
十
た
る
べ
し
。
他
人
は
従
た
り
、
合
に
徒
一
年
た
る
べ
し
。
又
た
常
盗
よ
り
一
等
を
減
じ
、

猶
お
杖
一
百
た
り
。
此
れ
是
れ
、
相
い
因
り
て
首
従
と
為
る
は
、
其
の
罪
は
各
々
本
律
の
首
従
に
依
り
て
論
ず
る
こ
と
な
り
。
此
の
例
、

既
に
多
し
、
具
載
す
可
か
ら
ず
。
但お

よ

そ
是
れ
相
い
因
り
て
首
従
と
為
り
、
本
罪
、
別
な
る
者
は
、
皆
、
此
れ
に
準
ず
。

現
行
日
本
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
由
来
に
つ
い
て

一
三
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【和
訳
】

共
に
罪
を
犯
し
て
、
共
犯
者
そ
れ
ぞ
れ
が
当
て
は
ま
る
罪
が
異
な
る
と
き
は
、
互
い
に
関
係
が
あ
っ
て
首
犯
と
従
犯
と
に
な
る
け
れ
ど

も
、
共
犯
者
の
罪
は
そ
れ
ぞ
れ
、
共
犯
者
そ
れ
ぞ
れ
が
当
て
は
ま
る
罪
の
首
犯
と
従
犯
と
し
て
決
定
す
る
。

疏
。
議
論
し
て
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
五
服
（
親
族
の
五
段
階
の
等
級
）
内
の
親
族
が
、
親
族
で
は
な
い
人
と

共
に
、
別
の
親
族
を
殴
り
、
告
発
し
、
財
物
を
侵
盗
し
ま
す
と
、
犯
人
で
あ
る
親
族
と
親
族
で
は
な
い
人
と
は
共
犯
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ

が
当
て
は
ま
る
罪
は
異
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
甲
が
、
親
族
で
は
な
い
人
で
あ
る
乙
を
仲
間
に
引
き
入
れ
て
、
共
に
兄
を
殴
り
ま
す
と
、

甲
が
首
犯
で
、
徒
二
年
半
を
科
さ
れ
ま
す
（
闘
訟
律
、
殴
兄
姉
条
。
兄
姉
を
殴
る
者
は
徒
二
年
半
。）。
乙
は
凡
闘
（
親
族
で
は
な
い
人
同

士
の
け
ん
か
。
闘
訟
律
、
闘
殴
以
手
足
他
物
傷
条
。
人
を
闘
殴
す
る
者
は
笞
四
十
。）
の
従
犯
で
、
手
を
下
さ
な
か
っ
た
と
き
は
、
さ
ら

に
一
等
を
減
じ
、
笞
二
十
を
科
さ
れ
ま
す
（
闘
訟
律
、
同
謀
不
同
謀
殴
傷
人
条
の
疏
の
問
答
に
、
同
謀
し
て
人
を
殴
っ
た
と
き
は
、
手
を

下
し
た
者
は
、
元
謀
も
元
謀
で
は
な
い
者
も
笞
四
十
を
科
さ
れ
る
が
、
手
を
下
さ
な
か
っ
た
者
は
、
元
謀
で
は
な
け
れ
ば
、
二
等
を
減
じ
、

笞
二
十
を
科
さ
れ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。）。

ま
た
、
卑
幼
が
、
親
族
で
は
な
い
人
を
仲
間
に
引
き
入
れ
て
、
自
分
の
家
の
財
物
十
疋
（「
疋
」
は
絹
の
単
位
。
一
疋
は
四
丈
。
四
丈

は
約
十
二
メ
ー
ト
ル
。
絹
の
幅
は
一
尺
八
寸
。
約
五
十
四
セ
ン
チ
。）
を
盗
み
ま
す
と
、
卑
幼
が
首
犯
で
、
笞
三
十
を
科
さ
れ
ま
す
（
賊

盗
律
、
卑
幼
将
人
盗
己
家
財
条
。
同
居
の
卑
幼
、
人
を
将ひ

き

い
て
己
の
家
の
財
物
を
盗
む
者
は
、
私ひ

そ
かに

輒み
だ

り
に
財
物
を
用
い
る
を
以
て
論
じ
、

二
等
を
加
う
。
他
人
は
常
盗
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず
。
戸
婚
律
、
同
居
卑
幼
私
輒
用
財
条
。
同
居
の
卑
幼
、
私
に
輒
り
に
財
を
用
い
る
者

は
、
十
疋
に
て
笞
十
。
十
疋
ご
と
に
一
等
を
加
え
、
罪
止
杖
一
百
。
自
分
の
家
の
財
物
十
疋
を
盗
ん
だ
卑
幼
は
、
笞
十
に
二
等
を
加
え
て
、

笞
三
十
を
科
さ
れ
る
。）。
親
族
で
は
な
い
人
は
、
窃
盗
の
従
犯
と
し
て
、
徒
一
年
に
当
て
ら
れ
（
賊
盗
律
、
窃
盗
条
。
窃
盗
し
て
、（
中

関
法
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略
）
五
疋
な
れ
ば
徒
一
年
。
五
疋
ご
と
に
一
等
を
加
う
。
十
疋
を
窃
盗
す
れ
ば
、
首
犯
は
徒
一
年
半
、
従
犯
は
一
等
を
減
じ
て
徒
一
年
の

刑
を
科
さ
れ
る
。）、
さ
ら
に
、
常
盗
の
罪
か
ら
一
等
を
減
じ
、
杖
一
百
を
科
さ
れ
ま
す
（
前
掲
賊
盗
律
、
卑
幼
将
人
盗
己
家
財
条
。
他
人

は
常
盗
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず
。
窃
盗
十
疋
の
従
犯
の
刑
で
あ
る
徒
一
年
か
ら
一
等
を
減
じ
て
杖
一
百
。）。

こ
れ
が
本
条
の
「
相
い
因
り
て
首
従
と
為
る
は
、
其
の
罪
は
各
々
本
律
の
首
従
に
依
り
て
論
ず
。」
の
意
味
で
す
。
共
に
罪
を
犯
し
て
、

共
犯
者
そ
れ
ぞ
れ
が
当
て
は
ま
る
罪
が
異
な
る
、
と
い
う
例
は
多
い
の
で
、
す
べ
て
記
載
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
互
い
に
関
係
が

あ
っ
て
首
犯
と
従
犯
と
に
な
り
、
共
犯
者
そ
れ
ぞ
れ
が
当
て
は
ま
る
罪
が
異
な
る
と
き
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
皆
、
こ
の
規
定
を
適
用
し

ま
す
。

共
犯
者
の
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
減
軽
を
他
の
共
犯
者
に
及
ぼ
さ
な
い
、
と
い
う
こ
の
規
定
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
要
請
に
従
っ
て
作

ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。
罪
刑
法
定
主
義
の
目
的
の
一
つ
は
、
あ
ら
か
じ
め
犯
罪
と
そ
れ
に
対
す
る
刑
罰
と
を
定
め
て
公
開
し
、
人
民
が
刑

罰
を
避
け
、
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
罪
刑
法
定
主
義
に
基
づ
く
刑
法
の
規
定
は
、
人
民
が
自
分
の
行
為
の
結
果

を
予
測
し
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
の
養
老
律
の
名
例
律
に
も
唐
の
開
元
二
十
五
年
律
と
同
じ
「
共
犯
罪
而
本
罪
別
者
、
雖
相
因
為
首
従
、
其
罪
各
依
本
律
首
従
論
。」

と
い
う
条
文
が
存
在
し
た
（
逸
文
。
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
（
二
）』
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
十
年
。〔
名
例
律
四
三
〕）。
養
老

律
は
唐
の
永
徽
二
年
（
六
五
一
）
に
頒
行
さ
れ
た
律
が
母
法
で
あ
る
か
ら
（
瀧
川
政
次
郎
『
律
令
の
研
究
』
刀
江
書
院
、
昭
和
四
十
一
年

復
刻
版
。
第
一
編
第
五
章
第
三
節
）、
こ
の
条
文
は
唐
永
徽
律
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

中
西
縁
「
共
犯
と
身
分
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
―
歴
史
的
展
開
を
中
心
と
し
て
―
―
（
二
・
完
）」（『
同
志
社
法
学
』
第
三
十
五
巻
第

現
行
日
本
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
由
来
に
つ
い
て

一
五

(一
〇
一
八
)



三
号
掲
載
、
一
九
八
三
年
。
一
二
九
頁
）
は
「
現
行
刑
法
制
定
時
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
草
案
理
由
書
に
お
い
て
、
政
府
は
、
六
五
条

（
中
略
）
二
項
は
旧
刑
法
一
〇
六
条
と
一
一
〇
条
を
引
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
旧
刑
法
の
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法

に
基
い
て
身
分
犯
一
般
の
連
帯
的
取
扱
い
を
採
用
し
よ
う
と
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
を
退
け
て
、
日
本
人
編
纂
委
員
が
強
く
主
張
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
わ
が
国
で
は
唐
律
の
影
響
を
受
け
て
千
年
以
上
に
わ
た
り
、
加
重
的
身
分
犯
に
関
与
し
た
非
身
分
者
を

個
別
的
に
取
扱
う
伝
統
が
存
在
し
、
ま
た
こ
の
取
扱
い
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
る
意
見
（
後
掲
の
井
上
毅
の
意
見
。
佐
立
注
。）
も

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
現
行
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
由
来
が
唐
律
ま
で
遡
る
こ
と
を
見
抜
い
た
点
は
慧
眼
で
あ

る
が
、「
わ
が
国
で
は
唐
律
の
影
響
を
受
け
て
千
年
以
上
に
わ
た
り
、
加
重
的
身
分
犯
に
関
与
し
た
非
身
分
者
を
個
別
的
に
取
扱
う
伝
統

が
存
在
し
」
た
こ
と
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
唐
律
を
母
法
と
す
る
養
老
律
の
行
用
は
、
中
世
に
入
っ
て
断
絶
し
た
の
で
あ
り
、
旧

刑
法
の
第
一
〇
六
条
及
び
第
一
一
〇
条
は
、
直
接
に
は
、
清
律
を
母
法
と
す
る
『
新
律
綱
領
』
の
規
定
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
中
西
「
同
上
（
一
）」（『
同
志
社
法
学
』
第
三
十
五
巻
第
二
号
掲
載
、
一
九
八
三
年
。
九
二
頁
）
は
、
唐
律
の
「
共
犯
罪
而
本

罪
別
者
、
雖
相
因
為
首
従
、
其
罪
各
依
本
律
首
従
論
。」
の
条
文
に
つ
い
て
、「
唐
律
の
こ
の
原
則
の
背
景
に
は
、
当
時
の
儒
教
的
家
族
道

徳
観
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。（
中
略
）
儒
教
道
徳
は
、
道
徳
的
要
請
で
あ
る
た
め
当
事
者
だ
け
に
作
用
し
た
と

こ
ろ
か
ら
、
唐
律
で
は
身
分
が
要
素
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
は
身
分
者
し
か
犯
し
え
な
い
と
い
う
思
想
が
生
ま
れ
（
中
略
）
た
の
で
あ
る
。」

と
述
べ
て
い
る
が
、
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
前
段
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
唐
律
の
こ
の
規
定
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
要
請
に
従
っ
て
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
儒
教
道
徳
と
は
関
係
が
な
い
。
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七

ド
イ
ツ
刑
法
に
由
来
す
る
と
い
う
説
に
対
し
て

以
上
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
現
行
日
本
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
は
、
旧
刑
法
の
第
一
〇
六
条
及
び
第
一
一
〇
条
、『
新
律
綱
領
』
の

共
犯
罪
分
首
従
条
、
清
律
の
共
犯
罪
分
首
従
条
、
明
律
の
共
犯
罪
分
首
従
条
と
遡
っ
て
、
唐
律
の
共
犯
罪
本
罪
別
条
に
由
来
す
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
が
、
西
田
典
之
『
共
犯
と
身
分
』（
成
文
堂
、
昭
和
五
十
七
年
。
十
四
頁
か
ら
五
頁
注
（
⚘
）。
二
〇
〇
三
年
新
版
同
頁
同
注
も

同
文
。）
は
「
現
行
六
五
条
二
項
は
旧
刑
法
一
〇
六
条
・
一
一
〇
条
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
（
中
略
）、
旧
刑
法
の
範
と
さ
れ
た
フ
ラ

ン
ス
刑
法
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
は
な
く
、
旧
刑
法
の
起
草
者
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
っ
て
意
識
的
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
原

注
。
司
法
省
刊
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
刑
法
草
案
註
釈
」
上
巻
（
一
八
八
六
年
）
五
二
五
丁
以
下
参
照
）。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
自
身
は
、
こ
の

規
定
の
出
自
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
彼
が
師
事
し
た
オ
ル
ト
ラ
ン
の
教
科
書
（
中
略
）
に
は
望
ま
し
い
立
法
例
と
し
て
ド
イ
ツ
刑

法
五
〇
条
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
、
旧
刑
法
の
規
定
、
従
っ
て
現
行
六
五
条
二
項
も
ド
イ
ツ
刑
法
五
〇
条
を
母
法
と
す
る

も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
、
現
行
日
本
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
は
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
第
五
十
条
に
由
来
す
る
、
と

主
張
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
第
五
十
条
は
「
も
し
法
律
が
、
あ
る
行
為
の
処
罰
を
、
そ
の
行
為
を
犯
し
た
者
の
一
身
上
の
身
分
ま
た
は
事
情
に

従
っ
て
、
加
重
し
、
ま
た
は
減
軽
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
特
別
な
犯
行
事
情
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
正
犯
ま
た
は
そ
の
共
犯
者
（
共
同

正
犯
、
教
唆
犯
、
幇
助
犯
）
に
効
果
を
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
条
文
で
あ
る
（
先
行
諸
訳
を
参
考
に
し
て
訳
し
た
。）。

西
田
著
書
は
「
旧
刑
法
一
〇
六
条
・
一
一
〇
条
」
は
「
旧
刑
法
の
起
草
者
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
っ
て
意
識
的
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

現
行
日
本
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
由
来
に
つ
い
て

一
七

(一
〇
一
六
)



る
。」
と
述
べ
て
、
根
拠
と
し
て
司
法
省
刊
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
刑
法
草
案
註
釈
』
上
巻
の
五
二
五
丁
以
下
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
箇

所
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
第
二
節
に
記
し
た
よ
う
に
、『
日
本
刑
法
草
案
』
の
編
纂
会
議
で
、
身
分
に
よ
る
刑
の

加
重
を
他
の
共
犯
者
に
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
提
案
し
た
の
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
で
は
な
く
、
日
本
人
委
員
の
鶴
田
皓
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、『
日
本
刑
法
草
案
』
の
編
纂
会
議
に
臨
ん
だ
時
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
五
十
条
を
知
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、

井
上
毅
か
ら
教
え
ら
れ
て
、
清
律
の
共
犯
罪
分
首
従
条
も
知
っ
て
い
た
。
井
上
毅
「
刑
法
問
答
」（『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
四
巻
第
四
十
五

号
掲
載
、
明
治
二
十
三
年
）
に
拠
れ
ば
、
首
犯
の
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
減
軽
を
従
犯
に
及
ぼ
す
、
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
学
者
の
説

よ
り
も
、
首
犯
の
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
減
軽
を
従
犯
に
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
定
め
る
、
清
律
の
「
共
に
罪
を
犯
し
て
首
従
の
本
罪
、

各
々
別
な
る
者
は
、
各
々
本
律
の
首
従
に
依
り
て
論
ず
。」
と
い
う
条
文
の
方
が
優
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
井
上
毅
の
質
問

に
対
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
五
月
二
十
五
日
付
の
手
紙
で
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
一
八
七
六
年
五
月

は
『
日
本
刑
法
草
案
』
の
編
纂
会
議
が
始
ま
っ
た
月
で
あ
る
。

今
、
貴
意
に
於
て
は
、
清
律
、
罪
犯
各
人
の
身
位
に
従
て
、
各
別
に
其
の
罪
を
論
ず
る
の
法
を
以
て
優
れ
り
と
せ
ら
れ
た
り
。

然
れ
ど
も
、（
中
略
）
予
は
、
殺
尊
属
親
罪
の
従
は
、
尋
常
故
殺
の
従
に
あ
ら
ず
、
と
信
ず
。
斯
の
甚
だ
悪
む
べ
き
の
大
罪
に
共
犯
し

た
る
者
は
、（
中
略
）
尋
常
故
殺
よ
り
も
其
兇
悪
な
る
こ
と
重
を
加
ふ
べ
し
。
然
る
に
清
律
に
拠
れ
ば
、
此
の
加
重
の
情
状
は
措お

き

て
問
は

ざ
る
が
如
し
。
是
れ
、
予
が
清
律
を
以
て
非
な
り
と
す
る
所
以
な
り
。（
中
略
）

今
、
又
、
縱
令

た
と
い

示
さ
る
る
所
の
説
を
以
て
是
な
り
と
す
る
も
、
其
の
依
る
可
き
の
規
範
を
求
む
る
は
、
清
律
に
在
ら
ず
し
て
、
却
て
意

イ
タ
リ
ア

国
の
新
律
（
原
注
。
第
七
十
八
条
）、
及
日
耳
曼

ゼ
ル
マ
ン

律
（
原
注
。
第
五
十
条
）
に
在
り
。
但
だ
日
耳
曼
律
は
稍
や
明
瞭
を
缼
く
の
処
あ
る
も
、
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要
す
る
に
其
の
原
則
を
一
に
せ
り
。（
六
四
二
頁
か
ら
三
頁
。
片
仮
名
を
平
仮
名
に
変
え
、
句
読
点
及
び
濁
点
を
附
け
た
。）

｢意
国
の
新
律
」
は
、
一
八
七
五
年
議
定
の
イ
タ
リ
ア
王
国
刑
法
草
案
で
あ
り
、
そ
の
第
七
十
八
条
は
司
法
省
第
八
局
編
輯
『
刑
法
表
』

（
明
治
十
六
年
刊
。
信
山
社
、
平
成
十
五
年
復
刻
版
。
百
六
十
一
頁
か
ら
二
頁
）
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
が
、

加
重
す
べ
き
身
分
を
知
っ
て
い
る
正
犯
従
犯
に
及
ぶ
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
清
律
の
共
犯
罪
分
首
従
条
の
一
節
と
ド
イ
ツ
刑
法
第
五
十
条
と
の
趣
旨
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、

清
律
で
は
な
く
ド
イ
ツ
刑
法
に
「
依
る
可
き
の
規
範
」
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
井
上
毅
に
答
え
た
の
で
あ
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
井

上
毅
の
質
問
に
対
す
る
回
答
を
次
の
よ
う
に
締
め
括
っ
て
い
る
。

足
下
に
勧
む
。
日
本
律
の
改
正
を
清
国
に
求
む
る
を
要
せ
ず
。
反
て
清
国
人
を
し
て
貴
国
の
進
歩
に
傚
は
し
む
可
き
な
り
。（
中
略
）

貴
国
の
進
歩
す
る
所
は
即
我
が
泰
西
律
の
在
る
所
な
り
。
思
ふ
に
清
国
人
は
事
を
泰
西
に
模
傚
す
る
を
耻
ぢ
、
必
ず
貴
国
に
習
ふ
こ
と
あ

る
可
き
な
り
。（
六
四
四
頁
か
ら
五
頁
）

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
こ
の
予
言
が
見
事
に
的
中
し
た
こ
と
は
さ
て
お
き
、「
貴
国
の
進
歩
す
る
所
は
即
我
が
泰
西
律
の
在
る
所
な
り
。」
と

い
う
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
信
念
は
、『
日
本
刑
法
草
案
』
の
日
本
人
編
纂
委
員
で
あ
る
鶴
田
皓
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、『
日
本
刑
法
草
案
』
の
編
纂
会
議
で
鶴
田
皓
は
、
身
分
に
よ
る
刑
の
加
重
を
他
の
共
犯
者
に
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
提
案

す
る
根
拠
と
し
て
、
清
律
も
挙
げ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ド
イ
ツ
刑
法
も
挙
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
ド
イ
ツ
刑
法
を
根
拠
と
し
た

現
行
日
本
刑
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
由
来
に
つ
い
て

一
九

(一
〇
一
四
)



の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
ド
イ
ツ
刑
法
を
挙
げ
る
は
ず
で
あ
る
。
清
律
を
根
拠
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
前
で
強
い
て
挙
げ
る

必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、『
刑
法
審
査
修
正
案
註
解
』
第
一
編
の
第
百
六
条
の
段
に
、『
刑
法
審
査
修
正
案
』
第
百
六
条
は
、

「
旧
法
」
即
ち
『
新
律
綱
領
』
か
ら
「
取
用
」
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
信
じ
て
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
現
行
刑
法
第
六

十
五
条
第
二
項
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
五
十
条
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
遡
れ
ば
唐
律
の
共
犯
罪
本
罪
別
条
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
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